
⼟砂災害危険箇所区域内住⺠への周知・啓発について
（平成30年度）

・近年の集中豪⾬対策として市⺠の安全確保及び防災意識向上への取組

◆経緯

寝屋川市

・毎年、梅⾬前に⼟砂災害警戒区域・特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険箇所等の区域内住
⺠に対して、⼟砂災害に関する周知・啓発資料の全⼾配布
・大雨や警報時において土砂災害危険箇所の現地パトロール

◆内容

◆効果
・市⺠が⼟砂災害危険箇所や避難場所等を
把握することで防災意識の向上に繋げる
・全⼾配布にあたっては、危機管理部局、
まちづくり部局、道路部局、上下⽔道部
局等と連携し、職員が直接配布すること
で市⺠の安⼼に繋げる
・警報発令時等、現地パトロールを実施す
ることで市⺠の安全確保に繋げる

別紙「土砂災害の危険箇所区域」のお知らせ参照
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